
る者であったことから、その老齢厚生
年金については、平成◯年◯月分から、
厚年法第４６条により支給停止がされ
ていた（以下、この支給停止を「在職
老齢支給停止」といい、その支給停止
額を「在職老齢支給停止額」という。）。

⑵　本件ａ会社と本件ｂ会社が、所定の
手続を経て、平成◯年◯月◯日付けで、
本件ａ会社を吸収分割会社、本件ｂ会
社を吸収分割承継会社として、本件事
業所ａに係る事業の一部を吸収分割し
たことから、請求人は、日本年金機構

（以下「機構」という。）に対し、平成
◯年◯月◯日（受付）、同時に２以上の
適用事業所に勤務しているとして、選
択事業所を本件事業所ａ、非選択事業
所を本件事業所ｂとする旨の健康保
険・厚生年金保険被保険者所属選択・
二以上事業所勤務届を提出した。な
お、同届には、本件事業所ａにおける
報酬月額は３０万円、本件事業所ｂに
おける報酬月額は１５万円と記載され
ている。そして、本件ｂ会社は、機構
に対し、同月◯日（受付）、請求人につ
いて、健康保険・厚生年金保険被保険
者資格取得届・７０歳以上被用者該当
届（以下「本件該当届」という。）を提
出した。なお、同届には、資格取得年
月日として同月◯日、報酬月額として
１５万円である旨が記載されている。

⑶　機構は、上記⑵記載の各届出に基づ
き、平成◯年◯月◯日付けで、本件ａ
会社及び本件ｂ会社に対し、請求人が
同月◯日に２以上事業所勤務７０歳以
上被用者（同時に２以上の適用事業所
に勤務する７０歳以上の使用される者
のことをいう。以下同じ。）に該当した
旨、及び、その厚生年金保険に係る標
準報酬月額に相当する額（以下「標報
月額相当額」という。）を６２万円とす
る旨の通知（以下「本件通知Ａ」とい
う。）をした。また、機構は、同月◯日
付けで、本件ａ会社及び本件ｂ会社に
対し、健康保険について、請求人を、
決定年月日を同月◯日として２以上事
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主文
　本件再審査請求を棄却する。

事実
第１　再審査請求の趣旨

　再審査請求人（以下「請求人」という。）
の再審査請求の趣旨は、後記第２の２⑻記
載の原処分の取消しを求めるということで
ある。

第２　事案の概要
　１　事案の概要

　本件は、ａ社（以下「本件ａ会社」と
いう。）を事業主とする健康保険法（以下

「健保法」という。）及び厚生年金保険法
（以下「厚年法」という。）上の適用事業
所（以下「本件事業所ａ」という。）にお
いて、７０歳以上の使用される者（厚年
法第２７条に定める７０歳以上の使用さ
れる者をいう。以下同じ。）であった請求
人が、本件事業所ａに係る事業の一部が
ｂ社（以下「本件ｂ会社」という。）に吸
収分割されたことから、同社の適用事業
所（以下「本件事業所ｂ」という。）にお
いても７０歳以上の使用される者となり、
それに伴い、請求人が受給している老齢
厚生年金について、後記２⑻記載の原処
分がされたことに対し、請求人が、原処
分を不服として、標記の社会保険審査官
に対する審査請求を経て、当審査会に対
し、再審査請求をしたという事案である。

　２　再審査請求に至る経緯
　本件記録によると、請求人が本件再審
査請求に至る経緯として、次の各事実が
認められる。
⑴　請求人は、平成◯年◯月◯日に６５

歳に到達し、同日を受給権取得年月日
とする老齢厚生年金の受給権を取得
し、平成◯年◯月◯日に７０歳に達す
るまで本件事業所ａにおいて厚生年金
保険の被保険者で、同日以後も本件事
業所ａにおいて７０歳以上の使用され



処分をした。なお、上記通知及び上記
処分に係る書面には、いずれも、請求
人の報酬月額について、本件事業所ａ
においては３０万円、本件事業所ｂに
おいては１５万円の合計４５万円であ
る旨が記載されている。

⑹　本件ａ会社は、機構に対し、平成◯
年◯月◯日（受付）、請求人について、
当初変更届に誤りがあったとして、健
康保険・厚生年金保険被保険者報酬月
額変更届・７０歳以上被用者月額変更
届＜報酬月額訂正届＞を提出した（以
下「本件変更届」という。）。なお、同
届には、２以上事業所勤務７０歳以上
被用者に係る報酬月額変更届である旨
と、請求人について、従前の健保標報
月額は６２万円（厚年標報月額につい
ては記載なし。）であるところ、企業分
割に伴う役員報酬の変更による平成◯
年◯月の降給により、改定年月を平成
◯年◯月として、健保標報月額及び標
報月額相当額が変更となる旨が記載さ
れ、平成◯年◯月から平成◯年◯月ま
での報酬月額等について、次表のとお
り、記載されている。

給与支給月 給与計算の基礎日数 報酬月額

◯月 ◯日 ３１０,０００円

◯月 ◯日 ３１０,０００円 平均額

◯月 ◯日 ３１０,０００円 ３１０,０００円

⑺　機構は、本件変更届に基づき、平成
◯年◯月◯日付けで、本件ａ会社及び
本件ｂ会社に対し、請求人について、
決定年月を同月として、厚生年金保険
に係る標報月額相当額を４７万円と決
定する旨の通知（以下「本件通知Ｂ」
という。）をした。また、機構は、同日
付けで、本件ａ会社及び本件ｂ会社に
対し、適用年月を同月として、健保標
報月額を４７万円に決定する旨の処分
をした。なお、上記通知及び上記処分
に係る書面には、いずれも、請求人の
報酬月額について、本件事業所ａにお
いては３１万円、本件事業所ｂにおい

業所勤務被保険者（同時に２以上の適
用事業所に勤務する被保険者のことを
いう。以下同じ。）と決定するととも
に、その標準報酬月額を６２万円に決
定する旨の処分をした。なお、上記通
知及び上記処分に係る書面には、いず
れも、請求人の報酬月額について、本
件事業所ａにおいては４６万円、本件
事業所ｂにおいては１５万円の合計
６１万円である旨が記載されている。

⑷　本件ａ会社は、機構に対し、平成◯
年◯月◯日（受付）、請求人について、
健康保険・厚生年金保険被保険者報酬
月額変更届・７０歳以上被用者月額変
更届を提出した（以下「当初変更届」
という。）。なお、同届には、２以上事
業所勤務７０歳以上被用者に係る報酬
月額変更届である旨と、請求人につい
て、従前の健康保険に係る標準報酬月
額（以下「健保標報月額」という。）は
６２万円（厚生年金保険に係る標準報
酬月額（以下「厚年標報月額」とい
う。）については記載なし。）であると
ころ、企業分割に伴う役員報酬の変更
による平成◯年◯月の降給により、改
定年月を平成◯年◯月として、健保標
報月額及び標報月額相当額が変更とな
る旨が記載され、平成◯年◯月から平
成◯年◯月までの報酬月額等につい
て、次表のとおり、記載されている。

給与支給月 給与計算の基礎日数 報酬月額

◯月 ◯日 ３００,０００円

◯月 ◯日 ３００,０００円 平均額

◯月 ◯日 ３００,０００円 ３００,０００円

⑸　機構は、当初変更届に基づき、平成
◯年◯月◯日付けで、本件ａ会社及び
本件ｂ会社に対し、請求人について、
決定年月を同月として、厚生年金保険
に係る標報月額相当額を４４万円と決
定する旨の通知をした。また、機構は、
同日付けで、本件ａ会社及び本件ｂ会
社に対し、適用年月を同月として、健
保標報月額を４４万円に決定する旨の



毎年４月から６月までの３箇月間（適用
事業所で継続して使用された期間に限る
ものとし、かつ、報酬支払の基礎となっ
た日数（以下「支払基礎日数」という。）
が１７日未満であるときはその月を除
く。）に受けた報酬に基づき、その年の９
月から翌年の８月までの標準報酬月額を
決定すること（以下、この方法による標
準報酬月額の決定を「定時決定」とい
う。）を原則とするが（健保法第４１条第
１項及び第２項並びに厚年法第２１条第
１項及び第２項）、健厚被保険者が現に使
用される適用事業所において継続した３
箇月間（各月とも、支払基礎日数が１７
日以上でなければならない。）に受けた報
酬の総額を３で除して得た額が、その者
の標準報酬月額の基礎となった報酬月額
に比べて、著しく高低を生じた場合にお
いて、必要があると認めるときは、その
額を報酬月額として、その著しく高低を
生じた月の翌月から、標準報酬月額を改
定すること（以下、この標準報酬月額の
改定を「随時改定」という。）ができると
されている（健保法第４３条第１項及び
厚年法第２３条第１項）。そして、保険者
は、「健康保険法及び厚生年金保険法に
おける標準報酬月額の定時決定及び随時
改定の取扱いについて」(昭和３６年１月
２６日保発第４号厚生省保険局長通知) 
を定め、随時改定を行う場合を規定して
おり、昇給又は降給によって健保法第４
３条第１項又は厚年法第２３条第１項の
規定により算定した額による等級（健康
保険にあっては、健保法第４０条第１項
に掲げる等級区分の等級をいい、厚生年
金保険にあっては、厚年法第２０条第１
項に掲げる等級区分の等級をいう。以下
同じ。）と現在の等級との間に２等級以上
の差を生じた場合などを掲げ、当審査会
も、この取扱いを相当としてきている。
また、随時改定により７月から９月まで
のいずれかの月から標準報酬月額を改定
される健厚被保険者については、その年
に限り定時決定を適用しないこととされ
ている（厚年法第２１条第３項及び健保

ては１５万円の合計４６万円である旨
が記載されている。

⑻　本件通知Ａ及び本件通知Ｂを受け
て、厚生労働大臣は、平成◯年◯月◯
日付けで、請求人の老齢厚生年金につ
いて、基本となる年金額が◯◯◯万◯
◯◯◯円であるところ、いずれも、「勤
務先からの届出により、標準報酬月額

（標準的な給与の額）が変更されたた
め、年金の支給停止額を変更しまし
た。」という理由により、平成◯年◯月
から、支給停止額を◯◯◯万◯◯◯◯
円として、年金額を◯万◯◯◯◯円と
し、平成◯年◯月から、支給停止額を
◯◯万◯◯◯◯円として、年金額を◯
◯万◯◯◯◯円とする旨の処分（以下、
このうち平成◯年◯月からの支給停止
額の変更による年金額の変更に係る処
分を「原処分」という。）をした。

⑼　請求人は、原処分を不服として、標
記の社会保険審査官への審査請求を経
て、当審査会に対し、再審査請求をし
た。

第３　当事者等の主張の要旨
　（略）

理由
第１　問題点

１　健保法の適用事業所に使用される者
は、適用除外となるものを除き健保被保
険者となり（健保法第３条第１項）、厚年
法の適用事業所に使用される７０歳未満
の者は、適用除外となるものを除き厚年
被保険者となる（厚年法第９条）。

２　健康保険については、健保標報月額は、
健保被保険者の報酬月額に基づき、健保
法第４０条第１項に掲げる等級区分に
よって定めるとされている（健保法第４０
条第１項）。また、厚生年金保険について
は、厚年標報月額は、厚年被保険者の報
酬月額に基づき、厚年法第２０条第１項
に掲げる等級区分によって定めるとされ
ている（厚年法第２０条第１項）。

３　そして、報酬月額の算定及び標準報酬
月額の決定については、健厚被保険者が



報酬月額相当額と基本月額との合計額か
ら支給停止調整額を控除して得た額の２
分の１に相当する額に１２を乗じて得た
額（以下「支給停止基準額」という。）に
相当する部分の支給を停止するとされ、
ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金
基礎額以上であるときは、老齢厚生年金
の全部（厚年法第４４条の３第４項によ
る支給繰下げに係る加算額及び国民年金
法等の一部を改正する法律（昭和６０年
法律第３４号。以下「６０年改正法」と
いう。）附則第５９条第２項に規定するい
わゆる経過的加算額（以下、単に「経過
的加算額」という。）を除く。）の支給を
停止するとされている（厚年法第４６条
第１項、６０年改正法附則第６２条第１
項。在職老齢支給停止。）。

　　そして、厚年法第２０条から第２５条
までの規定は、７０歳以上の使用される
者の標報月額相当額及び標準賞与額に相
当する額を算定する場合に準用するとさ
れている（厚年法第４６条第２項）。

６　本件において、請求人が、平成◯年◯
月◯日付けで、厚生年金保険においては
２以上事業所勤務７０歳以上被用者に、
健康保険においては２以上事業所勤務７０
歳以上被保険者にそれぞれ該当したこ
と、及び、平成◯年◯月以降、本件事業
所ａ及び本件事業所ｂにおいて、賞与の
支給を受けていないことについては、当
事者間に争いはないものと認められると
ころ、請求人は、原処分を不服としてい
るのであるから、本件の問題点は、上記
１ないし５に掲示した法令等の定めると
ころに照らして、原処分が適法なものと
認められるかどうかということである。

第２　当審査会の判断
１　本件記録によれば、平成◯年◯月以降、

請求人に係る標準賞与額及び標準賞与額
に相当する額がないことは明らかであり、
本件記録中の本件事業所ａ及び本件事業
所ｂにおける請求人に係る各◯年賃金台
帳によれば、本件事業所ａに係る請求人
の報酬月額は、平成◯年◯月支給分まで
４６万円であったところ、同年◯月支給

法第４１条第３項）。
４　健康保険について、健保法第４４条第

３項は、同時に２以上の適用事業所で報
酬を受ける健保被保険者について報酬月
額を算定する場合においては、各適用事
業所について、健保法第４１条第１項、
第４２条第１項、第４３条第１項、第４３
条の２第１項若しくは第４３条の３第１
項又は第４４条第１項の規定によって算
定した額の合算額をその者の報酬月額と
する旨を規定している。

　　また、厚生年金保険についても、厚年
法第２４条第２項は、同時に２以上の適
用事業所で報酬を受ける厚年被保険者に
ついて報酬月額を算定する場合において
は、各適用事業所について、厚年法第２１
条第１項、第２２条第１項、第２３条第
１項若しくは第２３条の３第１項又は第
２４条第１項の規定によって算定した額
の合算額をその者の報酬月額とする旨を
規定している。

　　そして、健康保険及び厚生年金保険の
いずれにおいても、被保険者が、同時に
２以上の適用事業所に使用されるに至っ
た場合は、２以上の適用事業所勤務の届
出等を１０日以内に機構（健康保険は、
本件においては厚生労働大臣。）に提出し
なければならない旨を規定している（健
康保険法施行規則第１条、第２条及び第
３７条第１項並びに厚生年金保険法施行
規則第１条及び第２条）。

５　老齢厚生年金の受給権者が７０歳以上
の使用される者である日が属する月にお
いて、その者の標報月額相当額とその月
以前の１年間の標準賞与額及び標準賞与
額に相当する額の総額を１２で除して得
た額とを合算して得た額（以下「総報酬
月額相当額」という。）及び老齢厚生年金
の額（厚年法第４４条第１項に規定する
加給年金額等の加算額を除く。以下「老
齢厚生年金基礎額」という。）を１２で除
して得た額（以下「基本月額」という。）
との合計額が支給停止調整額（本件にお
いては４７万円。）を超えるときは、その
月の分の当該老齢厚生年金について、総



前記第１の５に掲示した法律の定めると
ころに従って在職支給停止額が算定さ
れ、在職支給停止をされることとなると
ころ、別紙３（別紙３中、「支給停止調整
開始額」は支給停止調整額と同義と解さ
れる。）に記載の「在職による支給停止
額」及び「合計年金額」からは、原処分
に係る支給停止額及び年金額が、前記第
１の５に掲示した法律の定めるところに
従って算出されたものであることが確認

（平成◯年◯月における請求人に係る総
報酬月額相当額（６２万円）及び基本月
額（◯◯万◯◯◯◯円）との合計額（◯
◯万◯◯◯円）が、支給停止調整額（４７
万円）を超え、支給停止基準額（◯◯◯
万◯◯◯◯円）が老齢厚生年金基礎額

（◯◯◯万◯◯◯◯円）以上であることか
ら、老齢厚生年金基礎額全額が支給停止
となり、経過的加算額（◯万◯◯◯◯円）
のみが支給となる。）でき、原処分は、適
法にされたものであることが認められる。

　　なお、請求人は、「分社前の一事業所の
賃金が分社による二事業所勤務になって
も、二事業所分を合わせた賃金総額が一
事業所分と同額で推移しているにもかか
わらず、二事業所勤務に対する厚生年金
保険法の「規定」適用で増額となる“架
空”の標準報酬月額が算定され、以って、
報酬比例部分の支給年金が減額されてい
ることは承服できないことです。」と主張
するが、当審査会は、保険者がした処分
が、法令の規定に照らして適法なもので
あるかどうかを審査するものであり、法
が定める制度・仕組みそのものの当否に
係る判断は、当審査会の権限外である。
そして、原処分をした保険者の対応に信
義則上問題となるような点も認められな
い本件において、上記説示のとおり、在
職老齢支給停止額は、実際に支給されて
いる賃金ではなく、厚年法の規定により、
実際に支給されている賃金の額に基づき
決定される標報月額相当額（厚年法第
４６条第２項の規定に基づき準用される
厚年法第２３条第１項の規定により、報
酬月額の増減は、３箇月の経過をもって

分から３１万円になったこと、及び、本
件事業所ｂにおいて、請求人に対し、同
月から１５万円の報酬の支給が開始され
たこと（本件事業所ｂにおける賃金台帳
には、請求人に対し、同年◯月以前も月
額４６万円の報酬が支給された旨の記載
があるが、誤記と推認される。）が認めら
れる。また、本件ｂ会社が、同月◯日（受
付）で、本件該当届をし、機構が、同月
◯日付で、本件該当届に基づき、本件ａ
会社及び本件ｂ会社に対し、同月◯日を
決定年月日として、請求人を２以上事業
所勤務７０歳以上被用者に該当する者と
し、その標報月額相当額を６２万円とす
る旨の通知（本件通知Ａ）をしたこと、
及び、本件ａ会社が、平成◯年◯月◯日

（受付）で、本件変更届をし、機構が、同
月◯日付けで、本件変更届に基づき、本
件ａ会社及び本件ｂ会社の各事業主に対
し、決定年月を同月として、その標報月
額相当額を４７万円と決定する旨の通知

（本件通知Ｂ）をしたことが認められる。
そして、厚年法第４６条第２項において、
厚年法第２０条から第２５条までの規定
は、７０歳以上の使用される者の標報月
額相当額を算定する場合に準用するとさ
れている。

　　そうすると、本件ｂ会社の事業主がし
た本件該当届及び本件ａ会社がした本件
変更届は、いずれも、前記第１の３及び
４に掲示した法令等の定めるところに
のっとってされたものであり、請求人に
係る標報月額相当額を、平成◯年◯月か
ら６２万円（報酬月額６１万円、第３１
級。）とし、平成◯年◯月から４７万円

（報酬月額４６万円、第２６級。）とする
旨の本件通知Ａ及び本件通知Ｂは、前記
第１の２ないし５に掲示した法律の定め
るところにのっとってされた標報月額相
当額の決定に係る通知であることが認め
られる。そして、請求人は、平成◯年◯
月◯日に７０歳に達し、同日以降、７０
歳以上の使用される者であり、かつ、老
齢厚生年金の受給権者であるから、請求
人が受給する老齢厚生年金については、



判断され、その改定が必要であればその
翌月から改定されることとなっており、
本件事業所ａにおける平成◯年◯月から
の報酬月額の減額による標報月額相当額
の改定は平成◯年◯月からとなる。）を使
用して、算定されることとなっているの
であるから、請求人の主張は認められな
い。

２　以上によれば、原処分は適法なもので
あるから、本件再審査請求は理由がなく、
棄却すべきである。よって、主文のとお
り裁決する。




